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�愛媛県告示第６３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２９号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項の規定により、県税の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２８年５月２７日

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示
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○ 農用地利用配分計画の認可………………………………………………………………………………………………（農産園芸課担い手・農地保全対策室）…４５３

○ 保安林予定森林にする旨の通知………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…４５３
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○ 愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の一部改正…………………………………………………………………………………………………………（漁政課）…４５４

○ 土地改良区の定款変更の認可（２件）…………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…４５５

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）…４５５

○ 指定道路の指定…………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…４５６

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…４５６

○ 道路の区域変更（県道上尾峠�万線）………………………………………………………………………………………（中予地方局�万高原土木事務所）…４５６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４５６

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要………………………………………（南予地方局八幡浜支局環境保全課）…４５７

受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

新居浜市 新居浜市一宮町一丁目５番１号
受託者の本庁舎、川東支所及び上部支所
における自動車税（平成２８年度定時課税
分に限る。）の収納の事務

平成２８年４月１日から同年６月３０
日まで（納税の受付は、同年５月
１０日から同年６月１０日まで）

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

き ぬ ぼ し 歯 科 今治市衣干町三丁目２番
８号 平成２８年４月１日

イオン薬局イオンスタイル
今治新都市

今治市にぎわい広場１番
地１ 平成２８年４月９日

毎週（火・金）曜日発行 第２７７６号 平成２８年５月２７日

平成２８年５月２７日金曜日 第２７７６号

愛 媛 県 報

４４９
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�愛媛県告示第６３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２８年５月２７日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

衣 干 歯 科 診 療 所 今治市衣干町３－２－９ 平成２８年３月３１日

施 術 機 関 施 術 所
指定年月日

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

清 家 卓 仁 今治市東村南一丁目７番１５号 今治東接骨院 今治市桜井二丁目１番１号 平成２８年４月１２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社新風会 大洲市徳森字野田１４７７番地１ グループホーム早雲 喜多郡内子町大瀬中央５６５２番
５ 平成２８年１月１日

有限会社 アンフィニコスモ 西条市丹原町今井２７６番地４ コスモ調剤薬局 西条市丹原町今井２７６番地４ 平成２８年４月５日

有限会社 アンフィニコスモ 西条市丹原町今井２７６番地４ コスモ調剤薬局松木店 今治市松木字五反地２９－１３ 平成２８年４月８日

加 地 彰 人 四国中央市妻鳥町１６９５－１ あき歯科医院 四国中央市妻鳥町１６９５－１ 平成２８年４月１４日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社新風会 大洲市徳森字野田１４７７番地１ グループホーム早雲 喜多郡内子町大瀬中央５６５２番
５ 平成２８年１月１日

有限会社 アンフィニコスモ 西条市丹原町今井２７６番地４ コスモ調剤薬局 西条市丹原町今井２７６番地４ 平成２８年４月５日

有限会社 アンフィニコスモ 西条市丹原町今井２７６番地４ コスモ調剤薬局松木店 今治市松木字五反地２９－１３ 平成２８年４月８日

加 地 彰 人 四国中央市妻鳥町１６９５－１ あき歯科医院 四国中央市妻鳥町１６９５－１ 平成２８年４月１４日

愛 媛 県 報平成２８年５月２７日 第２７７６号

４５０
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�愛媛県告示第６３９号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

今治市 別宮町７丁目等
５単位区域

平成２６年度から
平成２７年度まで

別宮町７丁目等５
単位区域の地籍図
及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

介護機器のイトウ株式会社 今治市蒼社町二丁目２番３号

（変更後）
トレーニングデイ１１０

（変更後）
今治市蒼社町二丁目２番６０号

平成２７年１０月１日
（変更前）
蒼社町のデイサービス２

（変更前）
今治市蒼社町二丁目１－１８

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社よしまる 宇和島市丸穂町一丁目９番３０
号 ＵＴサポート

（変更後）
宇和島市新田町一丁目１－３４
－１０５

平成２８年１月１日
（変更前）
宇和島市丸穂町一丁目９番３０
号

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

イオン薬局イオンスタイル今治新都市 今治市にぎわい広場１番地１ イオンリテール株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２８年
５月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

介護機器のイトウ株式会社 今治市蒼社町二丁目２番３号

（変更後）
トレーニングデイ１１０

（変更後）
今治市蒼社町二丁目２番６０号

平成２７年１０月１日
（変更前）
蒼社町のデイサービス２

（変更前）
今治市蒼社町二丁目１－１８

愛 媛 県 報平成２８年５月２７日 第２７７６号

４５１



�愛媛県告示第６４０号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２８年４月２０日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利 子 補 給 率 農業近代化資金

の種類

利 子 補 給 率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分３厘 年１分３厘 年８厘５毛 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分３厘 年１分３厘 年７厘５毛

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

年１分３厘 年８厘５毛 ６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

年１分３厘 年７厘５毛

愛 媛 県 報平成２８年５月２７日 第２７７６号

４５２
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�愛媛県告示第６４１号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農業振興局農産園

芸課担い手・農地保全対策室において告示の日から２週間公衆の縦

覧に供する。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

横 林 徳 幸 愛媛県松山市小山田
甲６４２番地

愛媛県松山市小山田
甲１９番ほか２筆 ４，９２８

株式会社
みさき果樹園

愛媛県西宇和郡伊方
町中之浜３２８番地

愛媛県大洲市上須戒
１１１番ほか１２筆 ４１，５８４

小 倉 重 雄 愛媛県東温市北方７９
１番地

愛媛県東温市北方胡
ノ元甲８０１番ほか２
筆

２，１３９

大 福 浩 剛 愛媛県伊予郡砥部町
高尾田４８番地２

愛媛県東温市北野田
字大地６９番１ほか２
筆

４，５６４

２ 申請年月日

平成２８年５月１２日

�������
�愛媛県告示第６４２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡鬼北町大字父野川中１３０７、１３０８、１３１７、１３２３から１３２５

まで

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字父野川中１３０７・１３０８・１３１７・１３２３・１３２５（以上５筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６４３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市朝倉北乙２６の１、乙２６の４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６４４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

西条市丹原町臼坂甲５１４、丁５０２

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町臼坂甲５１４・丁５０２（以上２筆について次の図に示す

部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種は、定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

られるものに

限る。）

られるものに

限る。）

７ 省略 ７ 省略

愛 媛 県 報平成２８年５月２７日 第２７７６号

４５３
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�愛媛県告示第６４５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

新居浜市大永山字須領スズ尾３４４の１０７

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第６４６号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２８年４月２０日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率 漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

和４４年政

令第２０９

号。以下

「令」と

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

規定す

る団体

に限る

。）に

貸し付

ける場

合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

る者に

あつて

は、令

第５条

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

ては、

令第５

条に規

定する

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

和４４年政

令第２０９

号。以下

「令」と

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

規定す

る団体

に限る

。）に

貸し付

ける場

合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

る者に

あつて

は、令

第５条

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

ては、

令第５

条に規

定する

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

年１分３

厘

年１分

１厘

年１

分３

厘

年８厘

５毛

年８厘

５毛

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

年１分３

厘

年１分

１厘

年１

分３

厘

年７厘

５毛

年７厘

５毛

愛 媛 県 報平成２８年５月２７日 第２７７６号

４５４
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�愛媛県告示第６４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市下泉土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２８年５月２７日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�������
�愛媛県告示第６４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

四国中央市川之江地区土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２８年５月２７日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第６４９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年５月２７日

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水 産 種 苗 生 産 施

設、養 殖 用 作 業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製 氷 冷 凍 施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水 産 種 苗 生 産 施

設、養 殖 用 作 業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製 氷 冷 凍 施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送 電 話 施 設 を 含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会 施 設、託 児 施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施 設、下 水 道 施

設、地 域 休 養 施

設、漁 村 広 場 施

設、漁 村 セ ン タ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

改良、造成又は取

得に必要な資金

同上 年８厘

５毛

年８厘

５毛

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送 電 話 施 設 を 含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会 施 設、託 児 施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施 設、下 水 道 施

設、地 域 休 養 施

設、漁 村 広 場 施

設、漁 村 セ ン タ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

改良、造成又は取

得に必要な資金

同上 年７厘

５毛

年７厘

５毛

８ 省略 ８ 省略

愛 媛 県 報平成２８年５月２７日 第２７７６号

４５５
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�愛媛県告示第６５０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２８年５月２７日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２８年５月１８日

３ 指定道路の位置

四国中央市下柏町字サコ６９５番１の一部、６９６番９の一部及び下

柏町字柿ノ木６９８番２の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ６４．２５メートル

� 幅員 ５．００メートル

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年５月２７日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第６５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成２８年５月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第１２９号 平成２３年
７月３１日 �ファーム 森貞 幸浩 西条市大町１７０５－１ 平成２８年

４月５日
土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－２３）第８０１５号 平成２３年
１２月９日 石川電気 石川 裕史 四国中央市川之江町６１２

－１７
平成２８年
４月６日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２３）第６１３４号 平成２３年
５月１７日 京表具師辰年堂 伊藤 辰年 西条市大町８１１ 平成２８年

４月８日 内装仕上工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１４３８７号 平成２６年
１１月１日 小町建築 小町 昌三 新居浜市本郷２－８－３１ 平成２８年

４月８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１０６８６号 平成２４年
１１月９日 �松浦組 松浦 里江 今治市上浦町井口４４９２－

２
平成２８年
４月２２日

土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第７号

平成２８年５月１６日
伊予郡松前町大字中川原字新開１１０番４

伊予郡砥部町高尾田１３３番地

加 藤 泰 義

加 藤 真 紀 子

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠�万線
上浮穴郡�万高原町二名甲３８８１番地先から

同町二名甲３９０７番１まで

旧 ３．６～１２．６ ０．１４９

新 ６．５～１４．１ ０．１４９
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�愛媛県告示第６５４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び伊方町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２８年５月２７日

愛媛県八幡浜保健所長 河 野 英 明

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

一般県道鳥井喜木津線 亀浦トンネル建設工事 一若・西田共

同企業体

愛媛県宇和島市和霊町１２５０番地

一若建設 株式会社 代表取締役 中畑 健右

２ 事業場の名称及び所在地

一般県道鳥井喜木津線 亀浦トンネル建設工事

愛媛県西宇和郡伊方町亀浦

３ 特定施設に関する事項

①バッチャープラント

４ 汚水等の処理施設に関する事項

①前処理槽

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上尾峠�万線
上浮穴郡�万高原町二名甲３８８１番地先から

同町二名甲３９０７番１まで
平成２８年５月２７日

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４０

最大 ０．１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．０

最大 ６．０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第５５号 生コンクリート製造業の用に
供するバッチャープラント

特 定 施 設 の 能 力 ２２．５立方メートル／時

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工７日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 ０時～２４時
間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９．０～１３．０

最大 ９．０～１３．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着工７日後

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 前処理槽

処 理 施 設 の 型 式 自然沈殿

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１．９メートル 横５．０メートル
高さ１．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 ３０立方メートル／時

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 自然沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１３．０

最大 ９．０～１３．０

通常 ９．０～１３．０

最大 ９．０～１３．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ５．０

通常 ３．０

最大 ５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０

通常 ５．０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，０００

最大 ５，０００

通常 ２００

最大 ５００
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②濁水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

①排水口�１

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着工７日後

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 濁水処理施設

処 理 施 設 の 型 式 スギジェット式シックナー

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦５．０メートル 横２．２メートル
高さ２．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 ３０立方メートル／時

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿＋ｐＨ中和処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．０～１３．０

最大 ９．０～１３．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ５．０

通常 ３．０

最大 ５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０

通常 ５．０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ５００

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４０

最大 ０．１０

通常 ０．０４０

最大 ０．１０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４０

最大 ０．１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９９．０

最大 ４９２．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４０

最大 ０．１０

通常 ０．０４０

最大 ０．１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１１．０

最大 ５０８．０

通常 ２１１．０

最大 ５０８．０

備考 すべての汚水を集水する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１１．０

最大 ５０８．０

通常 ２１１．０

最大 ５０８．０

備考 処理水を散水等作業水として再利用する。（余剰水は放流する。）

平成２８年５月２７日 発行
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